
14広報せき  2010.3.15

3月25日状～4月7日浄の平日　
市民課・国保年金課・税務課・生活環境課の窓口を

午後7時まで延長します
　

　転出・転入などに伴う届け出が集中する3月下旬から4月上旬まで、次のとおり、窓口業務を午後7時

まで延長して行います。
　

◆延長する期間　3月25日状～4月7日浄　※ただし、土・日曜日は除きます。　

◆延長する時間　午後5時15分～午後7時　

◆延長する窓口と業務（本庁のみで行います）　

　　市　民　課　　転出・転入・転居などに伴う手続き、戸籍・住民票の写しなどの交付

※ただし、外国人登録、他課・他市町村・他機関との連絡調整を必要とする業務は取り扱

えませんのでご了承ください。　

　　国保年金課　　転出・転入・転居などに伴う国民健康保険、国民年金の手続き

※3月25日（木）・26日（金）は、午後8時30分まで国保税の納税相談も行っています。　

　　税　務　課　　税に関する証明書の交付

※ただし、縦覧、閲覧はできません。課税の詳細についての説明および過年分の証明など

については対応できない場合もありますのでご了承ください。　

　　生活環境課　　転入者へのごみ収集の説明など

　

※窓口業務の延長は、各地域事務所、東部・西部支所、市民サービスセンターでは行いません。
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市
で
は
、
固
定
資
産
税
に
対
す
る
納
税
者
な

ど
の
信
頼
を
確
保
す
る
た
め
、
土
地
・
家
屋
縦
覧

帳
簿
（
以
下
「
縦
覧
帳
簿
」
）
を
作
成
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
縦
覧
帳
簿
を
縦
覧
す
る
こ
と
で
、
納
税
者

が
他
の
土
地
・
家
屋
の
価
格
と
比
較
し
て
、
自
己

所
有
の
土
地
・
家
屋
の
評
価
が
適
正
か
ど
う
か

を
判
断
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。（
無
料
）

　
ま
た
、
課
税
台
帳
の
閲
覧
は
、
本
人
資
産
に

か
か
る
部
分
は
常
に
閲
覧
で
き
ま
す
。
（
有
料
）

◆
縦
覧
期
間

　
4
月
1
日
（
木
）
～
　
日
（
金
）

30

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く

◆
縦
覧
場
所

　
税
務
課
、
各
地
域
事
務
所
（
各
地
域
事
務
所
が

保
管
す
る
各
地
域
の
分
の
み
）

◆
縦
覧
帳
簿

▽
土
地
の
縦
覧
帳
簿
＝
所
在
、
地
番
、
地
目
、
地

積
、
評
価
額

▽
家
屋
の
縦
覧
帳
簿
＝
家
屋
の
所
在
、
家
屋
番

号
、
種
類
、
構
造
、
床
面
積
、
評
価
額

※
い
ず
れ
の
縦
覧
帳
簿
に
も
、
所
有
者
氏
名
や

課
税
標
準
額
は
記
載
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

※
縦
覧
帳
簿
の
コ
ピ
ー
は
で
き
ま
せ
ん
。

◆
縦
覧
で
き
る
人

　
固
定
資
産
税
の
納
税
者
。
た
だ
し
、
免
税
点

未
満
の
方
は
、
納
税
者
か
ら
除
外
さ
れ
る
た
め

縦
覧
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
土
地
の
み
を
所
有

す
る
納
税
者
は
家
屋
の
縦
覧
が
で
き
ず
、
逆
に

家
屋
の
み
を
所
有
す
る
納
税
者
は
土
地
の
縦
覧

が
で
き
ま
せ
ん
。

　
借
地
・
借
家
人
は
縦
覧
で
き
ま
せ
ん
が
、
一
定

の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
課
税
台
帳
の
閲
覧
が

で
き
ま
す
の
で
「
権
利
関
係
を
示
す
書
面
」
な
ど

を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

　
こ
の
ほ
か
、
市
町
村
境
の
土
地
・
家
屋
を
所
有

す
る
納
税
者
が
他
市
町
村
の
縦
覧
を
請
求
す
る

よ
う
な
場
合
も
、
請
求
先
の
市
町
村
の
納
税
者

で
な
け
れ
ば
縦
覧
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
理
解
を

お
願
い
し
ま
す
。
た
だ
し
、
固
定
資
産
税
の
路

線
価
に
つ
い
て
は
全
市
町
村
で
公
開
し
て
い
ま

す
の
で
、
窓
口
で
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
納
税
管
理
人
や
納
税
者
と
同
居
の
親

族
の
方
は
、
納
税
通
知
書
ま
た
は
課
税
明
細
書

を
持
参
す
れ
ば
、
納
税
者
の
代
理
人
と
し
て
縦

覧
で
き
ま
す
。

◆
申
請
に
必
要
な
も
の

　
縦
覧
申
請
の
際
に
は
、
本
人
確
認
を
し
ま
す

の
で
、
証
明
発
行
と
同
様
に
印
鑑
、
運
転
免
許

証
な
ど
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
納
税

通
知
書
お
よ
び
課
税
明
細
書
を
持
参
す
れ
ば
、

本
人
確
認
と
同
時
に
土
地
・
家
屋
所
有
の
別
も

確
認
で
き
ま
す
。

※
納
税
通
知
書
は
、
課
税
明
細
を
同
封
し
て
、

4
月
1
日
（
木
）に
発
送
す
る
予
定
で
す
。

評
価
額
の
審
査
申
出
に
つ
い
て

　　
固
定
資
産
税
の
納
税
義
務
者
の
方
は
、固

定
資
産
税
の
評
価
額
に
つ
い
て
、次
の
場
合

に
審
査
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▽
地
目
の
変
換
、
家
屋
の
改
築
ま
た
は
損

壊
な
ど
の
事
情
が
あ
る
場
合

▽
地
価
の
下
落
に
よ
り
修
正
さ
れ
た
価
格

に
不
服
が
あ
る
場
合

◆
審
査
申
出
期
間
　
4
月
1
日（
木
）か
ら

納
税
通
知
書
の
交
付
を
受
け
た
日
の
　60

日
後
ま
で

◆
照
会
先
　
総
務
財
政
課
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